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公布された条例のあらまし 

 

◎ 三重県県税条例の一部を改正する条例（条例第 28 号） 

1  地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に鑑み、個人県民税、不動産取得税、自

動車税等についての規定を整備することとしました。 

2  この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行することとしました。 
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三 重 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 五 年 三 月 三 十 一 日  

三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

三 重 県 条 例 第 二 十 八 号  

 三 重 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

三 重 県 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 三 重 県 条 例 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 課 税 地 ）  

第 八 条  （ 略 ）  

２ ～ ７  （ 略 ）  

８  第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 種 別 割 の 課

税 地 は 、 普 通 徴 収 に 係 る 徴 収 金 に あ つ て は

納 税 義 務 者 の 住 所 地 （ 法 人 に あ つ て は 、 主

た る 事 務 所 又 は 事 業 所 の 所 在 地 ） が 県 内 に

あ る 場 合 に お い て は 住 所 地 、 県 内 に な い 場

合 に お い て は 自 動 車 （ 道 路 運 送 車 両 法 （ 昭

和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 五 号 ） 第 二 条 第 二

項 に 規 定 す る 自 動 車 （ 自 動 車 に 付 加 し て 一

体 と な つ て い る 物 と し て 令 で 定 め る も の

を 含 む 。 ） の う ち 、 同 法 第 三 条 に 規 定 す る

普 通 自 動 車 及 び 同 条 に 規 定 す る 小 型 自 動

車 の う ち 三 輪 以 上 の も の を い う 。 第 八 節 及

び 附 則 第 十 八 条 に つ い て 同 じ 。 ） の 主 た る

定 置 場 の 所 在 地 、 証 紙 徴 収 に 係 る 徴 収 金 に

あ つ て は 同 法 に 定 め る 登 録 等 の 事 務 を 行

う 事 務 所 の 所 在 地 と す る 。  

 

９ ・ 1
0  （ 略 ）  

（ 所 得 割 の 課 税 標 準 ）  

第 二 十 二 条  （ 略 ）  

（ 課 税 地 ）  

第 八 条  （ 略 ）  

２ ～ ７  （ 略 ）  

８  第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 種 別 割 の 課

税 地 は 、 普 通 徴 収 に 係 る 徴 収 金 に あ つ て は

納 税 義 務 者 の 住 所 地 （ 法 人 に あ つ て は 、 主

た る 事 務 所 又 は 事 業 所 の 所 在 地 ） が 県 内 に

あ る 場 合 に お い て は 住 所 地 、 県 内 に な い 場

合 に お い て は 自 動 車 （ 道 路 運 送 車 両 法 （ 昭

和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 五 号 ） 第 二 条 第 二

項 に 規 定 す る 自 動 車 （ 自 動 車 に 付 加 し て 一

体 と な つ て い る 物 と し て 令 で 定 め る も の

を 含 む 。 ） の う ち 、 同 法 第 三 条 に 規 定 す る

普 通 自 動 車 及 び 同 条 に 規 定 す る 小 型 自 動

車 の う ち 三 輪 以 上 の も の を い う 。 第 八 節 並

び に 附 則 第 十 七 条 の 十 二 及 び 第 十 八 条 に

つ い て 同 じ 。 ） の 主 た る 定 置 場 の 所 在 地 、

証 紙 徴 収 に 係 る 徴 収 金 に あ つ て は 同 法 に

定 め る 登 録 等 の 事 務 を 行 う 事 務 所 の 所 在

地 と す る 。  

９ ・ 1
0  （ 略 ）  

（ 所 得 割 の 課 税 標 準 ）  

第 二 十 二 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 又 は 山

林 所 得 金 額 は 、 法 又 は 令 に 特 別 の 定 め が あ

る 場 合 を 除 く ほ か 、 そ れ ぞ れ 所 得 税 法 （ 昭

和 四 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ） そ の 他 の 所 得 税

に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ る 所 得 税 法 第 二

十 二 条 第 二 項 又 は 第 三 項 の 総 所 得 金 額 、 退

職 所 得 金 額 又 は 山 林 所 得 金 額 の 計 算 の 例

２  前 項 の 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 金 額 又 は 山

林 所 得 金 額 は 、 法 又 は 令 に 特 別 の 定 め が あ

る 場 合 を 除 く ほ か 、 そ れ ぞ れ 所 得 税 法 （ 昭

和 四 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ） そ の 他 の 所 得 税

に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ る 所 得 税 法 第 二

十 二 条 第 二 項 又 は 第 三 項 の 総 所 得 金 額 、 退

職 所 得 金 額 又 は 山 林 所 得 金 額 の 計 算 の 例
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に よ り 算 定 す る 。 た だ し 、 同 法 第 六 十 条 の

二 か ら 第 六 十 条 の 四 ま で の 規 定 の 例 に よ

ら な い も の と す る 。  

に よ つ て 算 定 す る 。 た だ し 、 同 法 第 六 十 条

の 二 か ら 第 六 十 条 の 四 ま で の 規 定 の 例 に

よ ら な い も の と す る 。  

（ 寄 附 金 税 額 控 除 ）  

第 二 十 五 条 の 二  （ 略 ）  

（ 寄 附 金 税 額 控 除 ）  

第 二 十 五 条 の 二  （ 略 ）  

２  前 項 の 特 例 控 除 対 象 寄 附 金 と は 、 同 項 第

一 号 に 掲 げ る 寄 附 金 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 第 一 号 寄 附 金 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 第

一 号 、 第 四 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 基 準 （ 都

道 府 県 等 が 返 礼 品 等 （ 都 道 府 県 等 が 第 一 号

寄 附 金 の 受 領 に 伴 い 当 該 第 一 号 寄 附 金 を

支 出 し た 者 に 対 し て 提 供 す る 物 品 、 役 務 そ

の 他 こ れ ら に 類 す る も の と し て 総 務 大 臣

が 定 め る も の を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て

同 じ 。 ） を 提 供 す る 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る

基 準 ） に 適 合 す る 都 道 府 県 等 と し て 総 務 大

臣 が 指 定 す る も の に 対 す る も の を い う 。  

２  前 項 の 特 例 控 除 対 象 寄 附 金 と は 、 同 項 第

一 号 に 掲 げ る 寄 附 金 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 第 一 号 寄 附 金 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 都

道 府 県 等 に よ る 第 一 号 寄 附 金 の 募 集 の 適

正 な 実 施 に 係 る 基 準 と し て 総 務 大 臣 が 定

め る 基 準 （ 都 道 府 県 等 が 返 礼 品 等 （ 都 道 府

県 等 が 第 一 号 寄 附 金 の 受 領 に 伴 い 当 該 第

一 号 寄 附 金 を 支 出 し た 者 に 対 し て 提 供 す

る 物 品 、 役 務 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の と

し て 総 務 大 臣 が 定 め る も の を い う 。 以 下 こ

の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 提 供 す る 場 合 に は 、

当 該 基 準 及 び 次 に 掲 げ る 基 準 ） に 適 合 す る

都 道 府 県 等 と し て 総 務 大 臣 が 指 定 す る も

の に 対 す る も の を い う 。  

一  都 道 府 県 等 に よ る 第 一 号 寄 附 金 の 募

集 の 適 正 な 実 施 に 係 る 基 準 と し て 総 務

大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ

る こ と 。  

二 ・ 三  （ 略 ）  

 

 

 

 

一 ・ 二  （ 略 ）  

四  都 道 府 県 等 が 法 第 三 十 七 条 の 二 第 二

項 の 規 定 に よ り 受 け よ う と す る 指 定 の

効 力 を 生 ず る 日 前 一 年 以 内 （ 当 該 都 道 府

県 等 が 同 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け て

い た 期 間 に 限 る 。 次 号 に お い て 「 特 定 期

間 」 と い う 。 ） に お い て 前 三 号 に 掲 げ る

基 準 の う ち 適 合 す べ き こ と と さ れ て い

た も の に 適 合 し て い た こ と 。  

 

五  特 定 期 間 に お い て 行 わ れ た 法 第 三 十

七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 求

め に 対 し 、 報 告 を し な か つ た こ と が な

く 、 か つ 、 虚 偽 の 報 告 を し た こ と が な い

こ と 。  

 

（ 個 人 の 事 業 税 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 申 告

又 は 報 告 の 義 務 ）  

（ 個 人 の 事 業 税 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 申 告

又 は 報 告 の 義 務 ）  
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第 五 十 条  個 人 の 行 う 事 業 に 対 す る 事 業 税

の 納 税 義 務 者 で 、 法 第 七 十 二 条 の 四 十 九 の

十 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 計 算 し た 個 人 の

事 業 の 所 得 の 金 額 が 法 第 七 十 二 条 の 四 十

九 の 十 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 控 除 額 を 超

え る も の は 、 毎 年 三 月 十 五 日 ま で に （ 年 の

中 途 に お い て 事 業 を 廃 止 し た 場 合 に は 、 当

該 事 業 の 廃 止 の 日 か ら 一 月 以 内 （ 当 該 事 業

の 廃 止 が 納 税 義 務 者 の 死 亡 に よ る と き は 、

四 月 以 内 ） に ） 、 施 行 規 則 第 六 条 の 七 第 一

項 に 規 定 す る 申 告 書 （ 次 項 に お い て 「 個 人

の 事 業 税 の 申 告 書 」 と い う 。 ） を 知 事 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 五 十 条  個 人 の 行 う 事 業 に 対 す る 事 業 税

の 納 税 義 務 者 で 、 法 第 七 十 二 条 の 四 十 九 の

十 二 第 一 項 の 規 定 に よ つ て 計 算 し た 個 人

の 事 業 の 所 得 の 金 額 が 法 第 七 十 二 条 の 四

十 九 の 十 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 控 除 額 を

超 え る も の は 、 毎 年 三 月 十 五 日 ま で に （ 年

の 中 途 に お い て 事 業 を 廃 止 し た 場 合 に お

い て は 、 当 該 事 業 の 廃 止 の 日 か ら 一 月 以 内

（ 当 該 事 業 の 廃 止 が 納 税 義 務 者 の 死 亡 に

よ る と き は 、 四 月 以 内 ） に ） 、 施 行 規 則 第

六 条 の 七 第 一 項 に 規 定 す る 申 告 書 （ 次 項 に

お い て 「 個 人 の 事 業 税 の 申 告 書 」 と い う 。 ）

を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

（ 製 造 等 の 承 認 を 受 け る 義 務 等 ）  （ 製 造 等 の 承 認 を 受 け る 義 務 等 ）  

第 百 十 六 条 の 二 十 四  元 売 業 者 （ 第 一 号 及 び

第 二 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 法 第 百 四

十 四 条 の 七 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 者 で 、 同

項 の 規 定 に よ り 元 売 業 者 と し て の 指 定 を

受 け た も の を 除 く 。 ） 、 特 約 業 者 、 石 油 製

品 販 売 業 者 、 軽 油 製 造 者 等 （ 軽 油 の 製 造 又

は 輸 入 を す る 者 で 元 売 業 者 以 外 の も の を

い う 。 ） 及 び 自 動 車 の 保 有 者 は 、 次 に 掲 げ

る 場 合 に は 、 法 第 百 四 十 四 条 の 三 十 二 第 一

項 に 規 定 す る と こ ろ に よ り 、 知 事 の 承 認 を

受 け な け れ ば な ら な い 。  

第 百 十 六 条 の 二 十 四  元 売 業 者 （ 第 一 号 及 び

第 二 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 法 第 百 四

十 四 条 の 七 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 者 で 、 同

項 の 規 定 に よ り 元 売 業 者 と し て の 指 定 を

受 け た も の を 除 く 。 ） 、 特 約 業 者 、 石 油 製

品 販 売 業 者 、 軽 油 製 造 者 等 （ 軽 油 の 製 造 又

は 輸 入 を す る 者 で 元 売 業 者 以 外 の も の を

い う 。 ） 及 び 自 動 車 の 保 有 者 は 、 次 に 掲 げ

る 場 合 に お い て は 、 法 第 百 四 十 四 条 の 三 十

二 第 一 項 に 規 定 す る と こ ろ に よ り 、 知 事 の

承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

附  則  附  則  

（ 土 地 の 譲 渡 等 に 係 る 事 業 所 得 等 に 係 る

県 民 税 の 課 税 の 特 例 ）  

（ 土 地 の 譲 渡 等 に 係 る 事 業 所 得 等 に 係 る

県 民 税 の 課 税 の 特 例 ）  

第 八 条  （ 略 ）  第 八 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 は 、 同 項 に 規 定 す る 事 業 所 得

又 は 雑 所 得 で 、 そ の 基 因 と な る 土 地 の 譲 渡

等 が 平 成 十 年 一 月 一 日 か ら 令 和 八 年 三 月

三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た も の に つ い

て は 、 適 用 し な い 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 同 項 に 規 定 す る 事 業 所 得

又 は 雑 所 得 で 、 そ の 基 因 と な る 土 地 の 譲 渡

等 が 平 成 十 年 一 月 一 日 か ら 令 和 五 年 三 月

三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た も の に つ い

て は 、 適 用 し な い 。  

（ 優 良 住 宅 地 の 造 成 等 の た め に 土 地 等 を

譲 渡 し た 場 合 の 長 期 譲 渡 所 得 に 係 る 県 民

（ 優 良 住 宅 地 の 造 成 等 の た め に 土 地 等 を

譲 渡 し た 場 合 の 長 期 譲 渡 所 得 に 係 る 県 民
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税 の 課 税 の 特 例 ）  
第 十 条  昭 和 六 十 三 年 度 か ら 令 和 八 年 度 ま

で の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に 限 り 、 所 得

割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 前 条 に 規 定 す

る 譲 渡 所 得 の 基 因 と な る 土 地 等 （ 租 税 特 別

措 置 法 第 三 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 土 地

等 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 十 二 条 に

お い て 同 じ 。 ） の 譲 渡 （ 同 法 第 三 十 一 条 第

一 項 に 規 定 す る 譲 渡 を い う 。 以 下 こ の 条 及

び 附 則 第 十 二 条 に お い て 同 じ 。 ） を し た 場

合 に お い て 、 当 該 譲 渡 が 優 良 住 宅 地 等 の た

め の 譲 渡 （ 同 法 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 各 号

に 掲 げ る 譲 渡 に 該 当 す る こ と に つ き 施 行

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 証 明 が さ れ た

も の を い う 。 ） に 該 当 す る と き に お け る 前

条 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 （ 次 条 の 規 定 の 適 用

を 受 け る 譲 渡 所 得 を 除 く 。 ） に 係 る 課 税 長

期 譲 渡 所 得 金 額 に 対 し て 課 す る 県 民 税 の

所 得 割 の 額 は 、 前 条 前 段 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 金 額 に 相 当 す る 額 と す

る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

税 の 課 税 の 特 例 ）  

第 十 条  昭 和 六 十 三 年 度 か ら 令 和 五 年 度 ま

で の 各 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に 限 り 、 所 得

割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 前 条 に 規 定 す

る 譲 渡 所 得 の 基 因 と な る 土 地 等 （ 租 税 特 別

措 置 法 第 三 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 土 地

等 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 十 二 条 に

お い て 同 じ 。 ） の 譲 渡 （ 同 法 第 三 十 一 条 第

一 項 に 規 定 す る 譲 渡 を い う 。 以 下 こ の 条 及

び 附 則 第 十 二 条 に お い て 同 じ 。 ） を し た 場

合 に お い て 、 当 該 譲 渡 が 優 良 住 宅 地 等 の た

め の 譲 渡 （ 同 法 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 各 号

に 掲 げ る 譲 渡 に 該 当 す る こ と に つ き 施 行

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 証 明 が さ れ た

も の を い う 。 ） に 該 当 す る と き に お け る 前

条 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 （ 次 条 の 規 定 の 適 用

を 受 け る 譲 渡 所 得 を 除 く 。 ） に 係 る 課 税 長

期 譲 渡 所 得 金 額 に 対 し て 課 す る 県 民 税 の

所 得 割 の 額 は 、 前 条 前 段 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 金 額 に 相 当 す る 額 と す

る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

第 十 五 条 の 三  高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に

関 す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 二 十 六 号 ）

第 七 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け た 同 法 第 五 条

第 一 項 に 規 定 す る サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向

け 住 宅 で あ る 貸 家 住 宅 （ そ の 全 部 又 は 一 部

が 専 ら 住 居 と し て 貸 家 の 用 に 供 さ れ る 家

屋 を い う 。 ） で 令 で 定 め る も の の 新 築 を 令

和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で に し た 場 合 に お

け る 第 六 十 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 同 項 中 「 住 宅 の 建 築 」 と あ る の は 「 高

齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に 関 す る 法 律 （ 平 成

十 三 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 七 条 第 一 項 の 登

録 を 受 け た 同 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る

サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 で あ る 貸 家

住 宅 （ そ の 全 部 又 は 一 部 が 専 ら 住 居 と し て

貸 家 の 用 に 供 さ れ る 家 屋 を い う 。 ） で 令 で

第 十 五 条 の 三  高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に

関 す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 二 十 六 号 ）

第 七 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け た 同 法 第 五 条

第 一 項 に 規 定 す る サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向

け 住 宅 で あ る 貸 家 住 宅 （ そ の 全 部 又 は 一 部

が 専 ら 住 居 と し て 貸 家 の 用 に 供 さ れ る 家

屋 を い う 。 ） で 令 で 定 め る も の の 新 築 を 令

和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で に し た 場 合 に お

け る 第 六 十 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 同 項 中 「 住 宅 の 建 築 」 と あ る の は 「 高

齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に 関 す る 法 律 （ 平 成

十 三 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 七 条 第 一 項 の 登

録 を 受 け た 同 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る

サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 で あ る 貸 家

住 宅 （ そ の 全 部 又 は 一 部 が 専 ら 住 居 と し て

貸 家 の 用 に 供 さ れ る 家 屋 を い う 。 ） で 令 で
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定 め る も の の 新 築 」 と 、 「 含 む も の と し 、

法 第 七 十 三 条 の 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 令

で 定 め る も の に 限 る 」 と あ る の は 「 含 む 」

と 、 「 一 戸 （ 共 同 住 宅 、 寄 宿 舎 そ の 他 こ れ

ら に 類 す る 多 数 の 人 の 居 住 の 用 に 供 す る

住 宅 （ 以 下 不 動 産 取 得 税 に お い て 「 共 同 住

宅 等 」 と い う 。 ） に あ つ て は 、 居 住 の 用 に

供 す る た め に 独 立 的 に 区 画 さ れ た 一 の 部

分 で 令 で 定 め る も の ） 」 と あ る の は 「 当 該

取 得 が 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ

れ た と き に 限 り 、 居 住 の 用 に 供 す る た め に

独 立 的 に 区 画 さ れ た 一 の 部 分 で 令 で 定 め

る も の 」 と す る 。  

定 め る も の の 新 築 」 と 、 「 含 む も の と し 、

法 第 七 十 三 条 の 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 令

で 定 め る も の に 限 る 」 と あ る の は 「 含 む 」

と 、 「 一 戸 （ 共 同 住 宅 、 寄 宿 舎 そ の 他 こ れ

ら に 類 す る 多 数 の 人 の 居 住 の 用 に 供 す る

住 宅 （ 以 下 不 動 産 取 得 税 に お い て 「 共 同 住

宅 等 」 と い う 。 ） に あ つ て は 、 居 住 の 用 に

供 す る た め に 独 立 的 に 区 画 さ れ た 一 の 部

分 で 令 で 定 め る も の ） 」 と あ る の は 「 当 該

取 得 が 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ

れ た と き に 限 り 、 居 住 の 用 に 供 す る た め に

独 立 的 に 区 画 さ れ た 一 の 部 分 で 令 で 定 め

る も の 」 と す る 。  

第 十 五 条 の 四  都 市 再 生 特 別 措 置 法 （ 平 成 十

四 年 法 律 第 二 十 二 号 ） 第 二 十 三 条 に 規 定 す

る 認 定 事 業 者 が 同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に

規 定 す る 認 定 計 画 に 基 づ き 当 該 認 定 計 画

に 係 る 事 業 区 域 の 区 域 内 に お い て 同 法 第

二 十 五 条 に 規 定 す る 認 定 事 業 （ そ の 事 業 区

域 の 全 部 又 は 一 部 が 特 別 区 の 区 域 内 に あ

る も の に あ つ て は 、 令 に 定 め る 要 件 を 満 た

す も の に 限 る 。 ） の 用 に 供 す る 不 動 産 を 取

得 し た 場 合 に お け る 当 該 不 動 産 の 取 得 に

対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 の 課 税 標 準 の

算 定 に つ い て は 、 当 該 取 得 が 令 和 五 年 四 月

一 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間

に 行 わ れ た と き に 限 り 、 当 該 不 動 産 の 価 格

の 五 分 の 一 に 相 当 す る 額 を 価 格 か ら 控 除

す る 。 た だ し 、 当 該 取 得 が 同 法 第 二 条 第 五

項 に 規 定 す る 特 定 都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域

の 区 域 内 に お い て 行 わ れ た 場 合 に は 、 当 該

不 動 産 の 価 格 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 を

価 格 か ら 控 除 す る 。  

第 十 五 条 の 四  都 市 再 生 特 別 措 置 法 （ 平 成 十

四 年 法 律 第 二 十 二 号 ） 第 二 十 三 条 に 規 定 す

る 認 定 事 業 者 が 同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に

規 定 す る 認 定 計 画 に 基 づ き 当 該 認 定 計 画

に 係 る 事 業 区 域 の 区 域 内 に お い て 同 法 第

二 十 五 条 に 規 定 す る 認 定 事 業 の 用 に 供 す

る 不 動 産 を 取 得 し た 場 合 に お け る 当 該 不

動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税

の 課 税 標 準 の 算 定 に つ い て は 、 当 該 取 得 が

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 令 和 五 年 三 月

三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た と き に 限 り 、

当 該 不 動 産 の 価 格 の 五 分 の 一 に 相 当 す る

額 を 価 格 か ら 控 除 す る 。 た だ し 、 当 該 取 得

が 同 法 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 特 定 都 市

再 生 緊 急 整 備 地 域 の 区 域 内 に お い て 行 わ

れ た 場 合 に は 、 当 該 不 動 産 の 価 格 の 二 分 の

一 に 相 当 す る 額 を 価 格 か ら 控 除 す る 。  

 

第 十 六 条 の 二  高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に

関 す る 法 律 第 七 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け た

同 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る サ ー ビ ス 付

き 高 齢 者 向 け 住 宅 で あ る 貸 家 住 宅 （ そ の 全

部 又 は 一 部 が 専 ら 住 居 と し て 貸 家 の 用 に

供 さ れ る 家 屋 を い う 。 ） で 令 で 定 め る も の

第 十 六 条 の 二  高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に

関 す る 法 律 第 七 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け た

同 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る サ ー ビ ス 付

き 高 齢 者 向 け 住 宅 で あ る 貸 家 住 宅 （ そ の 全

部 又 は 一 部 が 専 ら 住 居 と し て 貸 家 の 用 に

供 さ れ る 家 屋 を い う 。 ） で 令 で 定 め る も の
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の 用 に 供 す る 土 地 の 取 得 を 令 和 七 年 三 月

三 十 一 日 ま で に し た 場 合 に お け る 第 六 十

八 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項

中 「 に つ い て は 」 と あ る の は 「 に つ い て は 、

当 該 取 得 が 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で に

行 わ れ た と き に 限 り 」 と 、 「 住 宅 （ 令 で 定

め る 住 宅 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 特

例 適 用 住 宅 」 と い う 。 ） 一 戸 （ 共 同 住 宅 等

に あ つ て は 、 居 住 の 用 に 供 す る た め に 独 立

的 に 区 画 さ れ た 一 の 部 分 で 令 で 定 め る も

の ） 」 と あ る の は 「 高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確

保 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 二 十 六

号 ） 第 七 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け た 同 法 第 五

条 第 一 項 に 規 定 す る サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者

向 け 住 宅 で あ る 貸 家 住 宅 （ そ の 全 部 又 は 一

部 が 専 ら 住 居 と し て 貸 家 の 用 に 供 さ れ る

家 屋 を い う 。 ） で 令 で 定 め る も の （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 特 例 適 用 サ ー ビ ス 付 き 高 齢

者 向 け 住 宅 」 と い う 。 ） の 居 住 の 用 に 供 す

る た め に 独 立 的 に 区 画 さ れ た 一 の 部 分 で

令 で 定 め る も の 」 と 、 同 項 各 号 中 「 特 例 適

用 住 宅 」 と あ る の は 「 特 例 適 用 サ ー ビ ス 付

き 高 齢 者 向 け 住 宅 」 と す る 。  

の 用 に 供 す る 土 地 の 取 得 を 令 和 五 年 三 月

三 十 一 日 ま で に し た 場 合 に お け る 第 六 十

八 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項

中 「 に つ い て は 」 と あ る の は 「 に つ い て は 、

当 該 取 得 が 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で に

行 わ れ た と き に 限 り 」 と 、 「 住 宅 （ 令 で 定

め る 住 宅 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 特

例 適 用 住 宅 」 と い う 。 ） 一 戸 （ 共 同 住 宅 等

に あ つ て は 、 居 住 の 用 に 供 す る た め に 独 立

的 に 区 画 さ れ た 一 の 部 分 で 令 で 定 め る も

の ） 」 と あ る の は 「 高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確

保 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 二 十 六

号 ） 第 七 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け た 同 法 第 五

条 第 一 項 に 規 定 す る サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者

向 け 住 宅 で あ る 貸 家 住 宅 （ そ の 全 部 又 は 一

部 が 専 ら 住 居 と し て 貸 家 の 用 に 供 さ れ る

家 屋 を い う 。 ） で 令 で 定 め る も の （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 特 例 適 用 サ ー ビ ス 付 き 高 齢

者 向 け 住 宅 」 と い う 。 ） の 居 住 の 用 に 供 す

る た め に 独 立 的 に 区 画 さ れ た 一 の 部 分 で

令 で 定 め る も の 」 と 、 同 項 各 号 中 「 特 例 適

用 住 宅 」 と あ る の は 「 特 例 適 用 サ ー ビ ス 付

き 高 齢 者 向 け 住 宅 」 と す る 。  

（ 環 境 性 能 割 の 非 課 税 ）  （ 環 境 性 能 割 の 非 課 税 ）  

第 十 七 条 の 十 二  （ 略 ）  第 十 七 条 の 十 二  （ 略 ）  

 ２  第 百 三 十 一 条 第 一 項 第 一 号 ロ （ 同 条 第 四

項 又 は 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 又 は 第 二 号 ロ 若 し く は 第 三 号 ロ （ こ

れ ら の 規 定 を 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） に 掲 げ る 自 動 車 に 対 し て

は 、 当 該 自 動 車 の 取 得 が 令 和 元 年 十 月 一 日

か ら 令 和 三 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 （ 次

条 第 二 項 に お い て 「 特 定 期 間 」 と い う 。 ）

に 行 わ れ た と き に 限 り 、 第 百 二 十 四 条 第 一

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 自 動 車 税 の 環 境 性

能 割 を 課 さ な い 。  

 ３  第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 六 号 に 規 定 す る

軽 油 自 動 車 （ 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 十 八 条

に お い て 「 軽 油 自 動 車 」 と い う 。 ） の う ち 、
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同 号 イ (
1
)

に 規 定 す る 平 成 三 十 年 軽 油 軽 中

量 車 基 準 （ 附 則 第 十 八 条 に お い て 「 平 成 三

十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） 又 は 同

号 イ (１
)

に 規 定 す る 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中

量 車 基 準 （ 附 則 第 十 八 条 に お い て 「 平 成 二

十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） に 適

合 す る 乗 用 車 （ 同 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 乗 用

車 を 除 く 。 ） に 対 し て は 、 当 該 軽 油 自 動 車

の 取 得 が 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 令 和 四 年

三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 行 わ れ た と き に

限 り 、 第 百 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 を 課 さ な い 。 

 ４  第 百 三 十 一 条 第 一 項 第 三 号 イ 若 し く は

ロ 又 は 第 二 項 第 三 号 イ に 掲 げ る 軽 油 自 動

車 に 対 し て は 、 当 該 軽 油 自 動 車 の 取 得 が 令

和 四 年 四 月 一 日 か ら 令 和 五 年 三 月 三 十 一

日 ま で の 間 に 行 わ れ た と き に 限 り 、 第 百 二

十 四 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 自 動 車

税 の 環 境 性 能 割 を 課 さ な い 。  

（ 環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 ）  

第 十 七 条 の 十 三  （ 略 ）  

（ 環 境 性 能 割 の 税 率 の 特 例 ）  

第 十 七 条 の 十 三  （ 略 ）  

 ２  自 家 用 の 乗 用 車 に 対 す る 第 百 三 十 一 条

第 二 項 （ 同 条 第 四 項 又 は 第 五 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） 及 び 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

当 該 自 家 用 の 乗 用 車 の 取 得 が 特 定 期 間 に

行 わ れ た と き に 限 り 、 同 条 第 二 項 中 「 百 分

の 二 」 と あ る の は 「 百 分 の 一 」 と 、 同 条 第

三 項 中 「 百 分 の 三 」 と あ る の は 「 百 分 の 二 」

と す る 。  

（ 環 境 性 能 割 の 課 税 標 準 の 特 例 ）  （ 環 境 性 能 割 の 課 税 標 準 の 特 例 ）  

第 十 七 条 の 十 四  道 路 運 送 法 第 三 条 第 一 号

イ に 規 定 す る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事

業 を 経 営 す る 者 が 同 法 第 五 条 第 一 項 第 三

号 に 規 定 す る 路 線 定 期 運 行 の 用 に 供 す る

自 動 車 又 は 同 法 第 三 条 第 一 号 ロ に 規 定 す

る 一 般 貸 切 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 を 経 営 す

る 者 が そ の 事 業 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 以 下

こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 路 線 バ ス 等 」 と

第 十 七 条 の 十 四  道 路 運 送 法 第 三 条 第 一 号

イ に 規 定 す る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事

業 を 経 営 す る 者 が 同 法 第 五 条 第 一 項 第 三

号 に 規 定 す る 路 線 定 期 運 行 の 用 に 供 す る

自 動 車 又 は 同 法 第 三 条 第 一 号 ロ に 規 定 す

る 一 般 貸 切 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 を 経 営 す

る 者 が そ の 事 業 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 以 下

こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 路 線 バ ス 等 」 と
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い う 。 ） の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該

当 す る も の で あ つ て 乗 降 口 か ら 車 椅 子 を

固 定 す る こ と が で き る 設 備 ま で の 通 路 に

段 が な い も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限

る 。 ） で 最 初 の 第 百 二 十 五 条 第 三 項 に 規 定

す る 新 規 登 録 （ 以 下 こ の 条 か ら 附 則 第 十 八

条 の 二 ま で に お い て 「 初 回 新 規 登 録 」 と い

う 。 ） を 受 け る も の に 対 す る 第 百 三 十 条 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 路 線 バ ス 等 の

取 得 が 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ

れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い う 。 ） 」 と

あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 千 万 円 を 控 除

し て 得 た 額 」 と す る 。  

い う 。 ） の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該

当 す る も の で あ つ て 乗 降 口 か ら 車 椅 子 を

固 定 す る こ と が で き る 設 備 ま で の 通 路 に

段 が な い も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限

る 。 ） で 最 初 の 第 百 二 十 五 条 第 三 項 に 規 定

す る 新 規 登 録 （ 以 下 こ の 条 か ら 附 則 第 十 八

条 の 二 ま で に お い て 「 初 回 新 規 登 録 」 と い

う 。 ） を 受 け る も の に 対 す る 第 百 三 十 条 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 路 線 バ ス 等 の

取 得 が 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ

れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い う 。 ） 」 と

あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 千 万 円 を 控 除

し て 得 た 額 」 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）   

２  路 線 バ ス 等 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に

も 該 当 す る も の で あ つ て 車 椅 子 を 使 用 し

た ま ま 円 滑 に 乗 降 す る た め の 昇 降 機 を 備

え る も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ）

で 初 回 新 規 登 録 を 受 け る も の に 対 す る 第

百 三 十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 路

線 バ ス 等 の 取 得 が 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日

ま で に 行 わ れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い

う 。 ） 」 と あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 六

百 五 十 万 円 （ 乗 車 定 員 三 十 人 以 上 の 附 則 第

十 七 条 の 十 四 第 二 項 に 規 定 す る 路 線 バ ス

等 の う ち 、 道 路 運 送 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律

第 百 八 十 三 号 ） 第 三 条 第 一 号 イ に 規 定 す る

一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 を 経 営 す る

者 が 同 法 第 五 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る

路 線 定 期 運 行 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 空 港 法

（ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 八 十 号 ） 第 二 条 に 規

定 す る 空 港 又 は 同 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の

政 令 で 定 め る 飛 行 場 を 起 点 又 は 終 点 と す

る も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ）

に あ つ て は 八 百 万 円 と し 、 乗 車 定 員 三 十 人

未 満 の 附 則 第 十 七 条 の 十 四 第 二 項 に 規 定

す る 路 線 バ ス 等 に あ つ て は 二 百 万 円 と す

る 。 ） を 控 除 し て 得 た 額 」 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

一 ・ 二  （ 略 ）  
２  路 線 バ ス 等 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に

も 該 当 す る も の で あ つ て 車 椅 子 を 使 用 し

た ま ま 円 滑 に 乗 降 す る た め の 昇 降 機 を 備

え る も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ）

で 初 回 新 規 登 録 を 受 け る も の に 対 す る 第

百 三 十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 路

線 バ ス 等 の 取 得 が 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

ま で に 行 わ れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い

う 。 ） 」 と あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 六

百 五 十 万 円 （ 乗 車 定 員 三 十 人 以 上 の 附 則 第

十 七 条 の 十 四 第 二 項 に 規 定 す る 路 線 バ ス

等 の う ち 、 道 路 運 送 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律

第 百 八 十 三 号 ） 第 三 条 第 一 号 イ に 規 定 す る

一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 を 経 営 す る

者 が 同 法 第 五 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る

路 線 定 期 運 行 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 空 港 法

（ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 八 十 号 ） 第 二 条 に 規

定 す る 空 港 又 は 同 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の

政 令 で 定 め る 飛 行 場 を 起 点 又 は 終 点 と す

る も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ）

に あ つ て は 八 百 万 円 と し 、 乗 車 定 員 三 十 人

未 満 の 附 則 第 十 七 条 の 十 四 第 二 項 に 規 定

す る 路 線 バ ス 等 に あ つ て は 二 百 万 円 と す

る 。 ） を 控 除 し て 得 た 額 」 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  
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３  道 路 運 送 法 第 三 条 第 一 号 ハ に 規 定 す る

一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 を 経 営 す る

者 が そ の 事 業 の 用 に 供 す る 乗 用 車 の う ち 、

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ

つ て そ の 構 造 及 び 設 備 が 高 齢 者 、 障 害 者 等

の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 第

二 条 第 一 号 に 規 定 す る 高 齢 者 、 障 害 者 等

（ 第 三 号 に お い て 「 高 齢 者 、 障 害 者 等 」 と

い う 。 ） の 移 動 上 の 利 便 性 を 特 に 向 上 さ せ

る も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ）

で 初 回 新 規 登 録 を 受 け る も の に 対 す る 第

百 三 十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 乗

用 車 の 取 得 が 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で

に 行 わ れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い う 。 ） 」

と あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 百 万 円 を 控

除 し て 得 た 額 」 と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  

３  道 路 運 送 法 第 三 条 第 一 号 ハ に 規 定 す る

一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 を 経 営 す る

者 が そ の 事 業 の 用 に 供 す る 乗 用 車 の う ち 、

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ

つ て そ の 構 造 及 び 設 備 が 高 齢 者 、 障 害 者 等

の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 第

二 条 第 一 号 に 規 定 す る 高 齢 者 、 障 害 者 等

（ 第 三 号 に お い て 「 高 齢 者 、 障 害 者 等 」 と

い う 。 ） の 移 動 上 の 利 便 性 を 特 に 向 上 さ せ

る も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ）

で 初 回 新 規 登 録 を 受 け る も の に 対 す る 第

百 三 十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 乗

用 車 の 取 得 が 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で

に 行 わ れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い う 。 ） 」

と あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 百 万 円 を 控

除 し て 得 た 額 」 と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  

４  車 両 総 重 量 （ 道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 条 第

三 号 に 規 定 す る 車 両 総 重 量 を い う 。 次 項 及

び 第 六 項 に お い て 同 じ 。 ） が 八 ト ン を 超 え

る ト ラ ッ ク （ 施 行 規 則 で 定 め る 被 け ん 引 自

動 車 を 除 く 。 次 項 及 び 第 六 項 に お い て 同

じ 。 ） で あ つ て 、 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 令 和 四 年 五 月 一 日 以 降 に 適 用

さ れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た 左 側 面

へ の 衝 突 に 対 す る 安 全 性 の 向 上 を 図 る た

め の 装 置 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て

「 側 方 衝 突 警 報 装 置 」 と い う 。 ） に 係 る 保

安 上 又 は 公 害 防 止 そ の 他 の 環 境 保 全 上 の

技 術 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の （ 次 項 に

お い て 「 側 方 衝 突 警 報 装 置 に 係 る 保 安 基

準 」 と い う 。 ） 及 び 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 令 和 七 年 九 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ

き も の と し て 定 め ら れ た 前 方 障 害 物 と の

衝 突 に 対 す る 安 全 性 の 向 上 を 図 る た め の

装 置 （ 以 下 こ の 項 及 び 第 六 項 に お い て 「 衝

突 被 害 軽 減 制 動 制 御 装 置 」 と い う 。 ） に 係

る 保 安 上 又 は 公 害 防 止 そ の 他 の 環 境 保 全

上 の 技 術 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の （ 第

４  車 両 総 重 量 （ 道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 条 第

三 号 に 規 定 す る 車 両 総 重 量 を い う 。 次 項 及

び 第 六 項 に お い て 同 じ 。 ） が 八 ト ン を 超 え

二 十 ト ン 以 下 の ト ラ ッ ク （ 施 行 規 則 で 定 め

る け ん 引 自 動 車 及 び 被 け ん 引 自 動 車 を 除

く 。 次 項 第 三 号 及 び 第 四 号 に お い て 同 じ 。 ）

で あ つ て 、 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に

よ り 平 成 二 十 八 年 二 月 一 日 以 降 に 適 用 さ

れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た 横 滑 り 及

び 転 覆 に 対 す る 安 全 性 の 向 上 を 図 る た め

の 装 置 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 車

両 安 定 性 制 御 装 置 」 と い う 。 ） に 係 る 保 安

上 又 は 公 害 防 止 そ の 他 の 環 境 保 全 上 の 技

術 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の （ 次 項 に お

い て 「 車 両 安 定 性 制 御 装 置 に 係 る 保 安 基

準 」 と い う 。 ） 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る

べ き も の と し て 定 め ら れ た 前 方 障 害 物 と

の 衝 突 に 対 す る 安 全 性 の 向 上 を 図 る た め

の 装 置 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 衝

突 被 害 軽 減 制 動 制 御 装 置 」 と い う 。 ） に 係

る 保 安 上 又 は 公 害 防 止 そ の 他 の 環 境 保 全
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六 項 に お い て 「 衝 突 被 害 軽 減 制 動 制 御 装 置

に 係 る 保 安 基 準 」 と い う 。 ） の い ず れ に も

適 合 す る も の の う ち 、 側 方 衝 突 警 報 装 置 及

び 衝 突 被 害 軽 減 制 動 制 御 装 置 を 備 え る も

の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ） で 初

回 新 規 登 録 を 受 け る も の に 対 す る 第 百 三

十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 自 動 車

の 取 得 が 令 和 六 年 四 月 三 十 日 ま で に 行 わ

れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い う 。 ） 」 と

あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 三 百 五 十 万 円

を 控 除 し て 得 た 額 」 と す る 。  

上 の 技 術 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の （ 次

項 に お い て 「 衝 突 被 害 軽 減 制 動 制 御 装 置 に

係 る 保 安 基 準 」 と い う 。 ） 、 同 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 平 成 二 十 七 年 八 月 一 日 以 降 に

適 用 さ れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た 車

線 か ら の 逸 脱 に 対 す る 安 全 性 の 向 上 を 図

る た め の 装 置 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い

て 「 車 線 逸 脱 警 報 装 置 」 と い う 。 ） に 係 る

保 安 上 又 は 公 害 防 止 そ の 他 の 環 境 保 全 上

の 技 術 基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の （ 次 項

に お い て 「 車 線 逸 脱 警 報 装 置 に 係 る 保 安 基

準 」 と い う 。 ） 及 び 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 令 和 四 年 五 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ

き も の と し て 定 め ら れ た 左 側 面 へ の 衝 突

に 対 す る 安 全 性 の 向 上 を 図 る た め の 装 置

（ 以 下 こ の 項 及 び 第 六 項 に お い て 「 側 方 衝

突 警 報 装 置 」 と い う 。 ） に 係 る 保 安 上 又 は

公 害 防 止 そ の 他 の 環 境 保 全 上 の 技 術 基 準

で 施 行 規 則 で 定 め る も の （ 第 六 項 に お い て

「 側 方 衝 突 警 報 装 置 に 係 る 保 安 基 準 」 と い

う 。 ） の い ず れ に も 適 合 す る も の の う ち 、

車 両 安 定 性 制 御 装 置 、 衝 突 被 害 軽 減 制 動 制

御 装 置 、 車 線 逸 脱 警 報 装 置 及 び 側 方 衝 突 警

報 装 置 を 備 え る も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も

の に 限 る 。 ） で 初 回 新 規 登 録 を 受 け る も の

に 対 す る 第 百 三 十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 当 該 自 動 車 の 取 得 が 令 和 三 年 十 月 三

十 一 日 ま で に 行 わ れ た と き に 限 り 、 同 条 中

「 と い う 。 ） 」 と あ る の は 、 「 と い う 。 ）

か ら 五 百 二 十 五 万 円 を 控 除 し て 得 た 額 」 と

す る 。  

５  次 に 掲 げ る 自 動 車 の う ち 、 車 両 安 定 性 制

御 装 置 、 衝 突 被 害 軽 減 制 動 制 御 装 置 及 び 車

線 逸 脱 警 報 装 置 を 備 え る も の （ 施 行 規 則 で

定 め る も の に 限 る 。 ） で 初 回 新 規 登 録 を 受

け る も の に 対 す る 第 百 三 十 条 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 当 該 自 動 車 の 取 得 が 令 和 三

年 十 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ れ た と き に 限

り 、 同 条 中 「 と い う 。 ） 」 と あ る の は 、 「 と
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い う 。 ） か ら 三 百 五 十 万 円 を 控 除 し て 得 た

額 」 と す る 。  

一  車 両 総 重 量 が 五 ト ン 以 下 の 乗 用 車 （ 施

行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ） 又 は バ ス

（ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ） （ 次

号 に お い て 「 バ ス 等 」 と い う 。 ） で あ っ

て 、 道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 平 成 二 十 六 年 二 月 十 三 日 以

降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し て 定 め ら

れ た 衝 突 被 害 軽 減 制 動 制 御 装 置 に 係 る

保 安 基 準 及 び 同 項 の 規 定 に よ り 平 成 二

十 七 年 八 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き

も の と し て 定 め ら れ た 車 線 逸 脱 警 報 装

置 に 係 る 保 安 基 準 の い ず れ に も 適 合 す

る も の  
二  車 両 総 重 量 が 五 ト ン を 超 え 十 二 ト ン

以 下 の バ ス 等 で あ つ て 、 道 路 運 送 車 両 法

第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 平 成 二

十 八 年 二 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き

も の と し て 定 め ら れ た 車 両 安 定 性 制 御

装 置 に 係 る 保 安 基 準 、 同 項 の 規 定 に よ り

平 成 二 十 五 年 一 月 二 十 七 日 以 降 に 適 用

さ れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た 衝 突

被 害 軽 減 制 動 制 御 装 置 に 係 る 保 安 基 準

及 び 同 項 の 規 定 に よ り 平 成 二 十 七 年 八

月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し

て 定 め ら れ た 車 線 逸 脱 警 報 装 置 に 係 る

保 安 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る も の  

三  車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン を 超 え 八 ト ン

以 下 の ト ラ ッ ク で あ つ て 、 道 路 運 送 車 両

法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 平 成

二 十 八 年 二 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ

き も の と し て 定 め ら れ た 車 両 安 定 性 制

御 装 置 に 係 る 保 安 基 準 、 同 項 の 規 定 に よ

り 平 成 二 十 六 年 二 月 十 三 日 以 降 に 適 用

さ れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た 衝 突

被 害 軽 減 制 動 制 御 装 置 に 係 る 保 安 基 準

及 び 同 項 の 規 定 に よ り 平 成 二 十 七 年 八

月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し

令和5年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

12



 

て 定 め ら れ た 車 線 逸 脱 警 報 装 置 に 係 る

保 安 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る も の  

四  車 両 総 重 量 が 八 ト ン を 超 え 二 十 ト ン

以 下 の ト ラ ッ ク で あ つ て 、 道 路 運 送 車 両

法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 平 成

二 十 八 年 二 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ

き も の と し て 定 め ら れ た 車 両 安 定 性 制

御 装 置 に 係 る 保 安 基 準 、 同 項 の 規 定 に よ

り 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 以 降 に 適 用 さ

れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た 衝 突 被

害 軽 減 制 動 制 御 装 置 に 係 る 保 安 基 準 及

び 同 項 の 規 定 に よ り 平 成 二 十 七 年 八 月

一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し て

定 め ら れ た 車 線 逸 脱 警 報 装 置 に 係 る 保

安 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る も の  

５  車 両 総 重 量 が 八 ト ン を 超 え る ト ラ ッ ク

で あ つ て 、 道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 令 和 四 年 五 月 一 日 以 降 に

適 用 さ れ る べ き も の と し て 定 め ら れ た 側

方 衝 突 警 報 装 置 に 係 る 保 安 基 準 に 適 合 す

る も の の う ち 、 側 方 衝 突 警 報 装 置 を 備 え る

も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ） で

初 回 新 規 登 録 を 受 け る も の に 対 す る 第 百

三 十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 自 動

車 の 取 得 が 令 和 六 年 四 月 三 十 日 ま で に 行

わ れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い う 。 ） 」

と あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 百 七 十 五 万

円 を 控 除 し て 得 た 額 」 と す る 。  

６  車 両 総 重 量 が 八 ト ン を 超 え る ト ラ ッ ク

（ 施 行 規 則 で 定 め る 被 け ん 引 自 動 車 を 除

く 。 ） で あ つ て 、 道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 令 和 四 年 五 月 一 日

以 降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し て 定 め ら

れ た 側 方 衝 突 警 報 装 置 に 係 る 保 安 基 準 に

適 合 す る も の の う ち 、 側 方 衝 突 警 報 装 置 を

備 え る も の （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限

る 。 ） で 初 回 新 規 登 録 を 受 け る も の に 対 す

る 第 百 三 十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当

該 自 動 車 の 取 得 が 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

ま で に 行 わ れ た と き に 限 り 、 同 条 中 「 と い

う 。 ） 」 と あ る の は 、 「 と い う 。 ） か ら 百

七 十 五 万 円 を 控 除 し て 得 た 額 」 と す る 。  

６  乗 用 車 （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限

る 。 ） 、 バ ス （ 施 行 規 則 で 定 め る も の に 限

る 。 ） 又 は 車 両 総 重 量 が 三 ・ 五 ト ン を 超 え

る ト ラ ッ ク で あ つ て 、 道 路 運 送 車 両 法 第 四

十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 令 和 七 年 九 月

一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き も の と し て 定

め ら れ た 衝 突 被 害 軽 減 制 動 制 御 装 置 に 係

る 保 安 基 準 に 適 合 す る も の の う ち 、 衝 突 被

害 軽 減 制 動 制 御 装 置 を 備 え る も の （ 施 行 規

則 で 定 め る も の に 限 る 。 ） で 初 回 新 規 登 録
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を 受 け る も の に 対 す る 第 百 三 十 条 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 当 該 自 動 車 の 取 得 が 令

和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ れ た と き

に 限 り 、 同 条 中 「 と い う 。 ） 」 と あ る の は 、

「 と い う 。 ） か ら 百 七 十 五 万 円 を 控 除 し て

得 た 額 」 と す る 。  

７  （ 略 ）  

（ 種 別 割 の 税 率 の 特 例 ）  

７  （ 略 ）  

（ 種 別 割 の 税 率 の 特 例 ）  

第 十 八 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 電 気 自

動 車 （ 第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す

る 電 気 自 動 車 を い う 。 第 三 項 第 一 号 及 び 次

条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 天 然 ガ ス 自 動

車 （ 第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る

天 然 ガ ス 自 動 車 を い う 。 第 三 項 第 二 号 及 び

次 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 メ タ ノ ー ル

自 動 車 （ 専 ら メ タ ノ ー ル を 内 燃 機 関 の 燃 料

と し て 用 い る 自 動 車 で 施 行 規 則 で 定 め る

も の を い う 。 同 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 混 合

メ タ ノ ー ル 自 動 車 （ メ タ ノ ー ル と メ タ ノ ー

ル 以 外 の も の と の 混 合 物 で 施 行 規 則 で 定

め る も の を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る

自 動 車 で 施 行 規 則 で 定 め る も の を い う 。 同

項 に お い て 同 じ 。 ） 及 び ガ ソ リ ン を 内 燃 機

関 の 燃 料 と し て 用 い る 電 力 併 用 自 動 車 （ 第

百 二 十 六 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 電 力

併 用 自 動 車 を い う 。 次 条 第 二 項 に お い て 同

じ 。 ） 並 び に 自 家 用 の 乗 用 車 （ 三 輪 の 小 型

自 動 車 で あ る も の を 除 く 。 同 条 に お い て 同

じ 。 ） 、 自 家 用 の 特 殊 用 途 車 （ キ ャ ン ピ ン

グ 車 に 限 る 。 ） 、 第 百 三 十 七 条 の 五 第 一 項

第 三 号 イ (１
)

に 規 定 す る 一 般 乗 合 用 バ ス 及

び 被 け ん 引 自 動 車 を 除 く 。 ） に 対 す る 当 該

各 号 に 定 め る 年 度 以 後 の 年 度 分 の 種 別 割

に 係 る 同 項 、 同 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る

同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、

そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。 

第 十 八 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 （ 電 気 自

動 車 （ 第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す

る 電 気 自 動 車 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条

第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 天 然 ガ ス 自 動 車

（ 第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る

天 然 ガ ス 自 動 車 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次

条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 メ タ ノ ー ル 自

動 車 （ 専 ら メ タ ノ ー ル を 内 燃 機 関 の 燃 料 と

し て 用 い る 自 動 車 で 施 行 規 則 で 定 め る も

の を い う 。 同 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 混 合 メ

タ ノ ー ル 自 動 車 （ メ タ ノ ー ル と メ タ ノ ー ル

以 外 の も の と の 混 合 物 で 施 行 規 則 で 定 め

る も の を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る 自

動 車 で 施 行 規 則 で 定 め る も の を い う 。 同 項

に お い て 同 じ 。 ） 及 び ガ ソ リ ン を 内 燃 機 関

の 燃 料 と し て 用 い る 電 力 併 用 自 動 車 （ 第 百

二 十 六 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 電 力 併

用 自 動 車 を い う 。 次 条 第 二 項 に お い て 同

じ 。 ） 並 び に 自 家 用 の 乗 用 車 （ 三 輪 の 小 型

自 動 車 で あ る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 及 び

次 条 に お い て 同 じ 。 ） 、 自 家 用 の 特 殊 用 途

車 （ キ ャ ン ピ ン グ 車 に 限 る 。 ） 、 第 百 三 十

七 条 の 五 第 一 項 第 三 号 イ (１
)

に 規 定 す る 一

般 乗 合 用 バ ス 及 び 被 け ん 引 自 動 車 を 除

く 。 ） に 対 す る 当 該 各 号 に 定 め る 年 度 以 後

の 年 度 分 の 種 別 割 に 係 る 同 項 、 同 条 第 二 項

及 び 第 四 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の

表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中 同 表 の 中

欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 字 句 と す る 。  

一  第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す 一  第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す
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る ガ ソ リ ン 自 動 車 （ 第 三 項 第 四 号 及 び 第

四 項 第 一 号 に お い て 「 ガ ソ リ ン 自 動 車 」

と い う 。 ） 又 は 同 条 第 一 項 第 五 号 に 規 定

す る 石 油 ガ ス 自 動 車 （ 第 三 項 第 五 号 及 び

第 四 項 第 二 号 に お い て 「 石 油 ガ ス 自 動

車 」 と い う 。 ） で 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十

一 日 ま で に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た も の   

初 回 新 規 登 録 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て

十 四 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 年 度  

二  軽 油 自 動 車 そ の 他 の 前 号 に 掲 げ る 自

動 車 以 外 の 自 動 車 で 平 成 二 十 七 年 三 月

三 十 一 日 ま で に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た

も の  初 回 新 規 登 録 を 受 け た 日 か ら 起

算 し て 十 二 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 年

度  
る ガ ソ リ ン 自 動 車 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 ガ ソ リ ン 自 動 車 」 と い う 。 ） 又 は 同 項

第 五 号 に 規 定 す る 石 油 ガ ス 自 動 車 （ 以 下

こ の 条 に お い て 「 石 油 ガ ス 自 動 車 」 と い

う 。 ） で 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で

に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た も の  初 回 新

規 登 録 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 十 四 年

を 経 過 し た 日 の 属 す る 年 度  

 

二  軽 油 自 動 車 そ の 他 の 前 号 に 掲 げ る 自

動 車 以 外 の 自 動 車 で 平 成 二 十 四 年 三 月

三 十 一 日 ま で に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た

も の  初 回 新 規 登 録 を 受 け た 日 か ら 起

算 し て 十 二 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 年

度  

 （ 略 ）    （ 略 ）   

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 ３  次 に 掲 げ る 自 動 車 に 対 す る 第 百 三 十 七

条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 当 該 自 動 車 が 令 和 二 年 四 月 一 日

か ら 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初

回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 三 年 度

分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 次 の 表 の 上

欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲

げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る

字 句 と す る 。  

 一  電 気 自 動 車  

二  天 然 ガ ス 自 動 車 の う ち 、 道 路 運 送 車 両

法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 平 成

三 十 年 十 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き

も の と し て 定 め ら れ た 第 百 二 十 六 条 第

一 項 第 二 号 イ に 規 定 す る 排 出 ガ ス 保 安

基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の （ 第 六 項 第

二 号 に お い て 「 平 成 三 十 年 天 然 ガ ス 車 基

準 」 と い う 。 ） に 適 合 す る も の 又 は 同 条

第 一 項 第 二 号 ロ に 規 定 す る 平 成 二 十 一

年 天 然 ガ ス 車 基 準 （ 以 下 こ の 号 及 び 第 六

項 第 二 号 に お い て 「 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ

ス 車 基 準 」 と い う 。 ） に 適 合 し 、 か つ 、
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窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成 二 十 一 年 天

然 ガ ス 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値

の 十 分 の 九 を 超 え な い も の で 施 行 規 則

で 定 め る も の  

 三  第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す

る 充 電 機 能 付 電 力 併 用 自 動 車  

四  ガ ソ リ ン 自 動 車 の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の

排 出 量 が 第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 四 号 イ

(
1
)

(
i
)

に 規 定 す る 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽

中 量 車 基 準 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 平 成

三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ）

に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を

超 え な い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量

が 同 号 イ (１
)

(ⅱ
)

に 規 定 す る 平 成 十 七 年 ガ

ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 （ 以 下 こ の 条 に お い

て 「 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 」

と い う 。 ） に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四

分 の 一 を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ ネ ル

ギ ー 消 費 効 率 が 同 号 イ (３
)

に 規 定 す る 令

和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 （ 以 下

こ の 条 に お い て 「 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル

ギ ー 消 費 効 率 」 と い う 。 ） に 百 分 の 百 三

十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 の も の で 施 行

規 則 で 定 め る も の  

五  石 油 ガ ス 自 動 車 の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の

排 出 量 が 第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 五 号 イ

(１
)

(ⅰ
)

に 規 定 す る 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽

中 量 車 基 準 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 平 成

三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ）

に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を

超 え な い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量

が 同 号 イ (１
)

(ⅱ
)

に 規 定 す る 平 成 十 七 年 石

油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 （ 以 下 こ の 条 に お い

て 「 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 」

と い う 。 ） に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四

分 の 一 を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ ネ ル

ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル

ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 百 三 十 を 乗 じ て

得 た 数 値 以 上 の も の で 施 行 規 則 で 定 め
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る も の  

六  軽 油 自 動 車 の う ち 、 平 成 三 十 年 軽 油 軽

中 量 車 基 準 又 は 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中

量 車 基 準 に 適 合 す る 乗 用 車  

 第 一 項 第 一

号 イ  

七 千 五 百 円  二 千 円  

八 千 五 百 円  二 千 五 百 円  

 九 千 五 百 円  二 千 五 百 円  

 一 万 三 千 八

百 円  

三 千 五 百 円  

 一 万 五 千 七

百 円  

四 千 円  

 一 万 七 千 九

百 円  

四 千 五 百 円  

 二 万 五 百 円  五 千 五 百 円  

 二 万 三 千 六

百 円  

六 千 円  

 二 万 七 千 二

百 円  

七 千 円  

 四 万 七 百 円  一 万 五 百 円  

第 一 項 第 一

号 ロ  

二 万 五 千 円  六 千 五 百 円  

三 万 五 百 円  八 千 円  

 三 万 六 千 円  九 千 円  

 四 万 三 千 五

百 円  

一 万 千 円  

 五 万 円  一 万 二 千 五

百 円  

 五 万 七 千 円  一 万 四 千 五

百 円  

 六 万 五 千 五

百 円  

一 万 六 千 五

百 円  

 七 万 五 千 五

百 円  

一 万 九 千 円  

 八 万 七 千 円  二 万 二 千 円  

 十 一 万 円  二 万 七 千 五

百 円  

第 一 項 第 二

号 イ  

六 千 五 百 円  二 千 円  

九 千 円  二 千 五 百 円  

 一 万 二 千 円  三 千 円  
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     一 万 五 千 円  四 千 円  

 一 万 八 千 五

百 円  

五 千 円  

 二 万 二 千 円  五 千 五 百 円  

 二 万 五 千 五

百 円  

六 千 五 百 円  

 二 万 九 千 五

百 円  

七 千 五 百 円  

 四 千 七 百 円  千 二 百 円  

第 一 項 第 二

号 ロ  

八 千 円  二 千 円  

一 万 千 五 百

円  

三 千 円  

 一 万 六 千 円  四 千 円  

 二 万 五 百 円  五 千 五 百 円  

 二 万 五 千 五

百 円  

六 千 五 百 円  

 三 万 円  七 千 五 百 円  

 三 万 五 千 円  九 千 円  

 四 万 五 百 円  一 万 五 百 円  

 六 千 三 百 円  千 六 百 円  

第 一 項 第 二

号 ハ (１
)

 

七 千 五 百 円  二 千 円  

一 万 五 千 百

円  

四 千 円  

第 一 項 第 二

号 ハ (２
)

 

一 万 二 百 円  三 千 円  

二 万 六 百 円  五 千 五 百 円  

第 一 項 第 三

号 イ (１
)

 

一 万 二 千 円  三 千 円  

一 万 四 千 五

百 円  

四 千 円  

 一 万 七 千 五

百 円  

四 千 五 百 円  

 二 万 円  五 千 円  

 二 万 二 千 五

百 円  

六 千 円  

 二 万 五 千 五

百 円  

六 千 五 百 円  

 二 万 九 千 円  七 千 五 百 円  

第 一 項 第 三

号 イ (２
)

 

二 万 六 千 五

百 円  

七 千 円  
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     三 万 二 千 円  八 千 円  

 三 万 八 千 円  九 千 五 百 円  

 四 万 四 千 円  一 万 千 円  

 五 万 五 百 円  一 万 三 千 円  

 五 万 七 千 円  一 万 四 千 五

百 円  

 六 万 四 千 円  一 万 六 千 円  

第 一 項 第 三

号 ロ  

三 万 三 千 円  八 千 五 百 円  

四 万 千 円  一 万 五 百 円  

 四 万 九 千 円  一 万 二 千 五

百 円  

 五 万 七 千 円  一 万 四 千 五

百 円  

 六 万 五 千 五

百 円  

一 万 六 千 五

百 円  

 七 万 四 千 円  一 万 八 千 五

百 円  

 八 万 三 千 円  二 万 千 円  

第 一 項 第 四

号  

四 千 五 百 円  千 五 百 円  

六 千 円  千 五 百 円  

 三 千 九 百 円  千 円  

 五 千 三 百 円  千 五 百 円  

第 一 項 第 五  八 千 五 百 円  二 千 五 百 円  

号  一 万 二 千 五

百 円  

三 千 五 百 円  

第 一 項 第 六

号 イ  

六 千 円  千 五 百 円  

六 千 八 百 円  二 千 円  

 七 千 六 百 円  二 千 円  

 一 万 千 円  三 千 円  

 一 万 二 千 五

百 円  

三 千 五 百 円  

 一 万 四 千 三

百 円  

四 千 円  

 一 万 六 千 四

百 円  

四 千 五 百 円  

 一 万 八 千 八

百 円  

五 千 円  

 二 万 千 七 百  五 千 五 百 円  

 

 

 

 

 

 

 
 
      

令和5年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

19



 

 

 

 円   

 三 万 二 千 五

百 円  

八 千 五 百 円  

第 一 項 第 六

号 ロ  

二 万 円  五 千 円  

二 万 四 千 四

百 円  

六 千 五 百 円  

 二 万 八 千 八

百 円  

七 千 五 百 円  

 三 万 四 千 八

百 円  

九 千 円  

 四 万 円  一 万 円  

 四 万 五 千 六

百 円  

一 万 千 五 百

円  

 五 万 二 千 四

百 円  

一 万 三 千 五

百 円  

 六 万 四 百 円  一 万 五 千 五

百 円  

 六 万 九 千 六

百 円  

一 万 七 千 五

百 円  

 八 万 八 千 円  二 万 二 千 円  

第 二 項 第 一

号  

三 千 七 百 円  千 円  

四 千 七 百 円  千 二 百 円  

 六 千 三 百 円  千 六 百 円  

第 二 項 第 二

号  

五 千 二 百 円  千 三 百 円  

六 千 三 百 円  千 六 百 円  

 八 千 円  二 千 円  

第 四 項  一 万 五 千 円  四 千 円  

 六 千 五 百 円  二 千 円  

 二 万 五 百 円  五 千 五 百 円  

 八 千 円  二 千 円  

 

 

 

 ４  次 に 掲 げ る 自 動 車 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を

受 け る も の を 除 く 。 ） に 対 す る 第 百 三 十 七

条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 当 該 自 動 車 が 令 和 二 年 四 月 一 日

か ら 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初

回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 三 年 度

分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 次 の 表 の 上

欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲

げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る
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字 句 と す る 。  

一  ガ ソ リ ン 自 動 車 の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の

排 出 量 が 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車

基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の

一 を 超 え な い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排

出 量 が 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基

準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一

を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消

費 効 率 が 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消

費 効 率 に 百 分 の 百 十 を 乗 じ て 得 た 数 値

以 上 の も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

二  石 油 ガ ス 自 動 車 の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の

排 出 量 が 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車

基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の

一 を 超 え な い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排

出 量 が 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基

準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一

を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消

費 効 率 が 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消

費 効 率 に 百 分 の 百 十 を 乗 じ て 得 た 数 値

以 上 の も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 第 一 項 第 一

号 イ  

七 千 五 百 円  四 千 円  

八 千 五 百 円  四 千 五 百 円  

 九 千 五 百 円  五 千 円  

 一 万 三 千 八

百 円  

七 千 円  

 一 万 五 千 七

百 円  

八 千 円  

 一 万 七 千 九

百 円  

九 千 円  

 二 万 五 百 円  一 万 五 百 円  

 二 万 三 千 六

百 円  

一 万 二 千 円  

 二 万 七 千 二

百 円  

一 万 四 千 円  

 四 万 七 百 円  二 万 五 百 円  

第 一 項 第 一

号 ロ  

二 万 五 千 円  一 万 二 千 五

百 円  

 三 万 五 百 円  一 万 五 千 五  
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   百 円  

 三 万 六 千 円  一 万 八 千 円  

 四 万 三 千 五

百 円  

二 万 二 千 円  

 五 万 円  二 万 五 千 円  

 五 万 七 千 円  二 万 八 千 五

百 円  

 六 万 五 千 五

百 円  

三 万 三 千 円  

 七 万 五 千 五

百 円  

三 万 八 千 円  

 八 万 七 千 円  四 万 三 千 五

百 円  

 十 一 万 円  五 万 五 千 円  

第 一 項 第 二

号 イ  

六 千 五 百 円  三 千 五 百 円  

九 千 円  四 千 五 百 円  

 一 万 二 千 円  六 千 円  

 一 万 五 千 円  七 千 五 百 円  

 一 万 八 千 五

百 円  

九 千 五 百 円  

 二 万 二 千 円  一 万 千 円  

 二 万 五 千 五

百 円  

一 万 三 千 円  

 二 万 九 千 五

百 円  

一 万 五 千 円  

 四 千 七 百 円  二 千 四 百 円  

第 一 項 第 二

号 ロ  

八 千 円  四 千 円  

一 万 千 五 百

円  

六 千 円  

 一 万 六 千 円  八 千 円  

 二 万 五 百 円  一 万 五 百 円  

 二 万 五 千 五

百 円  

一 万 三 千 円  

 三 万 円  一 万 五 千 円  

 三 万 五 千 円  一 万 七 千 五

百 円  

 四 万 五 百 円  二 万 五 百 円  

 六 千 三 百 円  三 千 二 百 円  
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第 一 項 第 二

号 ハ (１
)

 

七 千 五 百 円  四 千 円  

一 万 五 千 百

円  

八 千 円  

第 一 項 第 二

号 ハ (２
)

 

一 万 二 百 円  五 千 五 百 円  

二 万 六 百 円  一 万 五 百 円  

第 一 項 第 三

号 イ (１
)

 

一 万 二 千 円  六 千 円  

一 万 四 千 五

百 円  

七 千 五 百 円  

 一 万 七 千 五

百 円  

九 千 円  

 二 万 円  一 万 円  

 二 万 二 千 五

百 円  

一 万 千 五 百

円  

 二 万 五 千 五

百 円  

一 万 三 千 円  

 二 万 九 千 円  一 万 四 千 五

百 円  

第 一 項 第 三

号 イ (２
)

 

二 万 六 千 五

百 円  

一 万 三 千 五

百 円  

 三 万 二 千 円  一 万 六 千 円  

 三 万 八 千 円  一 万 九 千 円  

 四 万 四 千 円  二 万 二 千 円  

 五 万 五 百 円  二 万 五 千 五

百 円  

 五 万 七 千 円  二 万 八 千 五

百 円  

 六 万 四 千 円  三 万 二 千 円  

第 一 項 第 三

号 ロ  

三 万 三 千 円  一 万 六 千 五

百 円  

 四 万 千 円  二 万 五 百 円  

 四 万 九 千 円  二 万 四 千 五

百 円  

 五 万 七 千 円  二 万 八 千 五

百 円  

 六 万 五 千 五

百 円  

三 万 三 千 円  

 七 万 四 千 円  三 万 七 千 円  

 八 万 三 千 円  四 万 千 五 百  
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   円  

第 一 項 第 四

号  

四 千 五 百 円  二 千 五 百 円  

六 千 円  三 千 円  

 三 千 九 百 円  二 千 円  

 五 千 三 百 円  三 千 円  

第 一 項 第 五

号  

八 千 五 百 円  四 千 五 百 円  

一 万 二 千 五

百 円  

六 千 五 百 円  

第 一 項 第 六

号 イ  

六 千 円  三 千 円  

六 千 八 百 円  三 千 五 百 円  

 七 千 六 百 円  四 千 円  

 一 万 千 円  五 千 五 百 円  

 一 万 二 千 五

百 円  

六 千 五 百 円  

 一 万 四 千 三

百 円  

七 千 五 百 円  

 一 万 六 千 四

百 円  

八 千 五 百 円  

 一 万 八 千 八

百 円  

九 千 五 百 円  

 二 万 千 七 百

円  
一 万 千 円  

 三 万 二 千 五

百 円  

一 万 六 千 五

百 円  

第 一 項 第 六

号 ロ  

二 万 円  一 万 円  

二 万 四 千 四

百 円  

一 万 二 千 五

百 円  

 二 万 八 千 八

百 円  

一 万 四 千 五

百 円  

 三 万 四 千 八

百 円  

一 万 七 千 五

百 円  

 四 万 円  二 万 円  

 四 万 五 千 六

百 円  

二 万 三 千 円  

 五 万 二 千 四

百 円  

二 万 六 千 五

百 円  

 六 万 四 百 円  三 万 五 百 円  

 六 万 九 千 六  三 万 五 千 円  
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 百 円   

 八 万 八 千 円  四 万 四 千 円  

第 二 項 第 一

号  

三 千 七 百 円  千 八 百 円  

四 千 七 百 円  二 千 三 百 円  

 六 千 三 百 円  三 千 二 百 円  

第 二 項 第 二

号  

五 千 二 百 円  二 千 六 百 円  

六 千 三 百 円  三 千 二 百 円  

 八 千 円  四 千 円  

第 四 項  一 万 五 千 円  七 千 五 百 円  

 六 千 五 百 円  三 千 五 百 円  

 二 万 五 百 円  一 万 五 百 円  

 八 千 円  四 千 円  

 

 

 

 ５  第 三 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る

自 動 車 の う ち 、 自 家 用 の 乗 用 車 等 （ 自 家 用

の 乗 用 車 及 び 自 家 用 の 特 殊 用 途 車 （ キ ャ ン

ピ ン グ 車 に 限 る 。 ） を い う 。 以 下 こ の 条 及

び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） に 対 す る 第 百 三 十

七 条 の 五 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

当 該 自 家 用 の 乗 用 車 等 が 令 和 三 年 四 月 一

日 か ら 令 和 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に

初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 四 年

度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 当 該 自 家

用 の 乗 用 車 等 が 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 令

和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初 回 新 規

登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和 五 年 度 分 の 自

動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 第 三 項 の 表 の 上 欄

に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字

句 と す る 。  

３  次 に 掲 げ る 自 動 車 に 対 す る 第 百 三 十 七

条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 当 該 自 動 車 が 令 和 四 年 四 月 一 日

か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初

回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 初 回 新

規 登 録 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度

分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 次 の 表 の 上

欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲

げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る

字 句 と す る 。  

６  次 に 掲 げ る 自 動 車 （ 自 家 用 の 乗 用 車 等 を

除 く 。 ） に 対 す る 第 百 三 十 七 条 の 五 第 一 項

及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該

自 動 車 が 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 令 和 四 年

三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 初 回 新 規 登 録 を

受 け た 場 合 に は 令 和 四 年 度 分 の 自 動 車 税

の 種 別 割 に 限 り 、 当 該 自 動 車 が 令 和 四 年 四

月 一 日 か ら 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の

間 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 令 和

五 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 第 三
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一  （ 略 ）  

二  天 然 ガ ス 自 動 車 の う ち 、 道 路 運 送 車 両

法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 平 成

三 十 年 十 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き

も の と し て 定 め ら れ た 第 百 二 十 六 条 第

一 項 第 二 号 イ に 規 定 す る 排 出 ガ ス 保 安

基 準 で 施 行 規 則 で 定 め る も の に 適 合 す

る も の 又 は 同 号 ロ に 規 定 す る 平 成 二 十

一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 （ 以 下 こ の 号 に お い

て 「 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 」 と い

う 。 ） に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 の 排

出 量 が 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 に

定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 十 分 の 九 を 超

え な い も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中 同 表

の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下

欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

一  （ 略 ）  

二  天 然 ガ ス 自 動 車 の う ち 、 平 成 三 十 年 天

然 ガ ス 車 基 準 に 適 合 す る も の 又 は 平 成

二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 に 適 合 し 、 か

つ 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成 二 十 一 年

天 然 ガ ス 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の

値 の 十 分 の 九 を 超 え な い も の で 施 行 規

則 で 定 め る も の  

三  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

四  ガ ソ リ ン 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限

る 。 ） の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 第

百 二 十 六 条 第 一 項 第 四 号 イ (
1
)

(
i
)

に 規 定

す る 平 成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準

（ 次 項 第 一 号 に お い て 「 平 成 三 十 年 ガ ソ

リ ン 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） に 定 め る

窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い

も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 同 条 第

一 項 第 四 号 イ (１
)

(ⅱ
)

に 規 定 す る 平 成 十 七

年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 （ 次 項 第 一 号 に

お い て 「 平 成 十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基

準 」 と い う 。 ） に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値

の 四 分 の 一 を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 同 条 第 一 項 第 四 号

イ (２
)

に 規 定 す る 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ

ル ギ ー 消 費 効 率 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に

お い て 「 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消

費 効 率 」 と い う 。 ） に 百 分 の 九 十 を 乗 じ

て 得 た 数 値 以 上 か つ 同 号 イ (３
)

に 規 定 す

る 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率

（ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 令 和 二

四  ガ ソ リ ン 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限

る 。 ） の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平

成 三 十 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 に 定 め

る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な

い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成

十 七 年 ガ ソ リ ン 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る

窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い

も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 第

百 二 十 六 条 第 一 項 第 四 号 イ (２
)

に 規 定 す

る 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効

率 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 令 和

十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 と い

う 。 ） に 百 分 の 九 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以

上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 以 上 の も の で 施 行 規 則 で 定 め る も

の  
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年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 」 と い う 。 ）

以 上 の も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の  
五  石 油 ガ ス 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限

る 。 ） の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 第

百 二 十 六 条 第 一 項 第 五 号 イ (
1
)

(ⅰ
)

に 規 定

す る 平 成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準

（ 次 項 第 二 号 に お い て 「 平 成 三 十 年 石 油

ガ ス 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） に 定 め る

窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な い

も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 同 条 第

一 項 第 五 号 イ (１
)

(ⅱ
)

に 規 定 す る 平 成 十 七

年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 （ 次 項 第 二 号 に

お い て 「 平 成 十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基

準 」 と い う 。 ） に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値

の 四 分 の 一 を 超 え な い も の で あ つ て 、 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 九 十 を 乗

じ て 得 た 数 値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 の も の で 施 行

規 則 で 定 め る も の  

 

 

五  石 油 ガ ス 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限

る 。 ） の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平

成 三 十 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 に 定 め

る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 二 分 の 一 を 超 え な

い も の 又 は 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量 が 平 成

十 七 年 石 油 ガ ス 軽 中 量 車 基 準 に 定 め る

窒 素 酸 化 物 の 値 の 四 分 の 一 を 超 え な い

も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 令

和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に

百 分 の 九 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 か つ

令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以

上 の も の で 施 行 規 則 で 定 め る も の  

 

六  軽 油 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限 る 。 ）

の う ち 、 第 百 二 十 六 条 第 一 項 第 六 号 イ (１
)

に 規 定 す る 平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基

準 （ 次 項 第 三 号 に お い て 「 平 成 三 十 年 軽

油 軽 中 量 車 基 準 」 と い う 。 ） 又 は 同 条 第

一 項 第 六 号 イ (１
)

に 規 定 す る 平 成 二 十 一

年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 （ 次 項 第 三 号 に お い

て 「 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 」 と

い う 。 ） に 適 合 す る も の で あ つ て 、 エ ネ

ル ギ ー 消 費 効 率 が 令 和 十 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 九 十 を 乗 じ

て 得 た 数 値 以 上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ

ネ ル ギ ー 消 費 効 率 以 上 の も の で 施 行 規

則 で 定 め る も の  

六  軽 油 自 動 車 （ 営 業 用 の 乗 用 車 に 限 る 。 ）

の う ち 、 平 成 三 十 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 又

は 平 成 二 十 一 年 軽 油 軽 中 量 車 基 準 に 適

合 す る も の で あ つ て 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 効

率 が 令 和 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 に 百 分 の 九 十 を 乗 じ て 得 た 数 値 以

上 か つ 令 和 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費

効 率 以 上 の も の で 施 行 規 則 で 定 め る も

の  

 

第 一 項 第 一

号 イ  

七 千 五 百 円  二 千 円  

八 千 五 百 円  二 千 五 百 円  

 九 千 五 百 円  二 千 五 百 円  

 一 万 三 千 八

百 円  

三 千 五 百 円  
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    一 万 五 千 七

百 円  

四 千 円  

 一 万 七 千 九

百 円  

四 千 五 百 円  

 二 万 五 百 円  五 千 五 百 円  

 二 万 三 千 六

百 円  

六 千 円  

 二 万 七 千 二

百 円  
七 千 円  

 四 万 七 百 円  一 万 五 百 円  

第 一 項 第 一

号 ロ  

二 万 五 千 円  六 千 五 百 円  

三 万 五 百 円  八 千 円  

 三 万 六 千 円  九 千 円  

 四 万 三 千 五

百 円  

一 万 千 円  

 五 万 円  一 万 二 千 五

百 円  

 五 万 七 千 円  一 万 四 千 五

百 円  

 六 万 五 千 五

百 円  

一 万 六 千 五

百 円  

 七 万 五 千 五

百 円  

一 万 九 千 円  

 八 万 七 千 円  二 万 二 千 円  

 十 一 万 円  二 万 七 千 五

百 円  

第 一 項 第 二

号 イ  

六 千 五 百 円  二 千 円  

九 千 円  二 千 五 百 円  

 一 万 二 千 円  三 千 円  

 一 万 五 千 円  四 千 円  

 一 万 八 千 五

百 円  

五 千 円  

 二 万 二 千 円  五 千 五 百 円  

 二 万 五 千 五

百 円  

六 千 五 百 円  

 二 万 九 千 五

百 円  

七 千 五 百 円  

 四 千 七 百 円  千 二 百 円  
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第 一 項 第 二

号 ロ  

八 千 円  二 千 円  

一 万 千 五 百

円  

三 千 円  

 一 万 六 千 円  四 千 円  

 二 万 五 百 円  五 千 五 百 円  

 二 万 五 千 五

百 円  

六 千 五 百 円  

 三 万 円  七 千 五 百 円  

 三 万 五 千 円  九 千 円  

 四 万 五 百 円  一 万 五 百 円  

 六 千 三 百 円  千 六 百 円  

第 一 項 第 二

号 ハ (１
)

 

七 千 五 百 円  二 千 円  

一 万 五 千 百

円  

四 千 円  

第 一 項 第 二

号 ハ (２
)

 

一 万 二 百 円  三 千 円  

二 万 六 百 円  五 千 五 百 円  

第 一 項 第 三

号 イ (１
)

 

一 万 二 千 円  三 千 円  

一 万 四 千 五

百 円  

四 千 円  

 一 万 七 千 五

百 円  

四 千 五 百 円  

 二 万 円  五 千 円  

 二 万 二 千 五

百 円  

六 千 円  

 二 万 五 千 五

百 円  

六 千 五 百 円  

 二 万 九 千 円  七 千 五 百 円  

第 一 項 第 三

号 イ (２
)

 

二 万 六 千 五

百 円  

七 千 円  

 三 万 二 千 円  八 千 円  

 三 万 八 千 円  九 千 五 百 円  

 四 万 四 千 円  一 万 千 円  

 五 万 五 百 円  一 万 三 千 円  

 五 万 七 千 円  一 万 四 千 五

百 円  

 六 万 四 千 円  一 万 六 千 円  

第 一 項 第 三

号 ロ  

三 万 三 千 円  八 千 五 百 円  

四 万 千 円  一 万 五 百 円  
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    四 万 九 千 円  一 万 二 千 五

百 円  

 五 万 七 千 円  一 万 四 千 五

百 円  

 六 万 五 千 五

百 円  

一 万 六 千 五

百 円  

 七 万 四 千 円  一 万 八 千 五

百 円  

 八 万 三 千 円  二 万 千 円  

第 一 項 第 四

号  

四 千 五 百 円  千 五 百 円  

六 千 円  千 五 百 円  

 三 千 九 百 円  千 円  

 五 千 三 百 円  千 五 百 円  

第 一 項 第 五

号  

八 千 五 百 円  二 千 五 百 円  

一 万 二 千 五

百 円  

三 千 五 百 円  

第 一 項 第 六

号 イ  

六 千 円  千 五 百 円  

六 千 八 百 円  二 千 円  

 七 千 六 百 円  二 千 円  

 一 万 千 円  三 千 円  

 一 万 二 千 五

百 円  

三 千 五 百 円  

 一 万 四 千 三

百 円  

四 千 円  

 一 万 六 千 四

百 円  

四 千 五 百 円  

 一 万 八 千 八

百 円  

五 千 円  

 二 万 千 七 百

円  

五 千 五 百 円  

 三 万 二 千 五

百 円  

八 千 五 百 円  

第 一 項 第 六

号 ロ  

二 万 円  五 千 円  

二 万 四 千 四

百 円  

六 千 五 百 円  

 二 万 八 千 八

百 円  

七 千 五 百 円  

 三 万 四 千 八  九 千 円  
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 百 円   

 四 万 円  一 万 円  

 四 万 五 千 六

百 円  

一 万 千 五 百

円  

 五 万 二 千 四

百 円  

一 万 三 千 五

百 円  

 六 万 四 百 円  一 万 五 千 五

百 円  

 六 万 九 千 六

百 円  

一 万 七 千 五

百 円  

 八 万 八 千 円  二 万 二 千 円  

第 二 項 第 一

号  

三 千 七 百 円  千 円  

四 千 七 百 円  千 二 百 円  

 六 千 三 百 円  千 六 百 円  

第 二 項 第 二

号  

五 千 二 百 円  千 三 百 円  

六 千 三 百 円  千 六 百 円  

 八 千 円  二 千 円  

第 四 項  一 万 五 千 円  四 千 円  

 六 千 五 百 円  二 千 円  

 二 万 五 百 円  五 千 五 百 円  

 八 千 円  二 千 円  

４  次 に 掲 げ る 自 動 車 の う ち 、 営 業 用 の 乗 用

車 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除

く 。 ） に 対 す る 第 百 三 十 七 条 の 五 第 一 項 第

一 号 イ 及 び 第 四 号 イ の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 当 該 営 業 用 の 乗 用 車 が 令 和 四 年 四 月

一 日 か ら 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間

に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 初

回 新 規 登 録 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌

年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、 次 の 表

の 上 欄 に 掲 げ る 同 項 の 規 定 中 同 表 の 中 欄

に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 字 句 と す る 。  

 

７  次 に 掲 げ る 自 動 車 の う ち 、 営 業 用 の 乗 用

車 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除

く 。 ） に 対 す る 第 百 三 十 七 条 の 五 第 一 項 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 営 業 用 の 乗 用

車 が 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 令 和 四 年 三 月

三 十 一 日 ま で の 間 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け

た 場 合 に は 令 和 四 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種

別 割 に 限 り 、 当 該 営 業 用 の 乗 用 車 が 令 和 四

年 四 月 一 日 か ら 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま

で の 間 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に は

令 和 五 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に 限 り 、

第 四 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条 の 規 定 中

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

第 一 号 イ  七 千 五 百 円  四 千 円  

 八 千 五 百 円  四 千 五 百 円  

 九 千 五 百 円  五 千 円  
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    一 万 三 千 八

百 円  

七 千 円  

 一 万 五 千 七

百 円  

八 千 円  

 一 万 七 千 九

百 円  

九 千 円  

 二 万 五 百 円  一 万 五 百 円  

 二 万 三 千 六

百 円  
一 万 二 千 円  

 二 万 七 千 二

百 円  

一 万 四 千 円  

 四 万 七 百 円  二 万 五 百 円  

第 四 号 イ  四 千 五 百 円  二 千 五 百 円  

           

 

 

 

 

 

 

５  第 三 項 及 び 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場

合 に お け る 第 百 三 十 七 条 の 五 第 三 項 及 び

第 五 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 二 項 の

規 定 を 準 用 す る 。  

８  第 三 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 の 適 用 が あ

る 場 合 に お け る 第 百 三 十 七 条 の 五 第 三 項

及 び 第 五 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 二

項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま

で の 間 に 効 力 を 生 ず る 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 三 十 七 条 の 二 第

二 項 の 規 定 に よ る 指 定 に 係 る こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 （ 次 項 及 び 附 則 第

四 項 に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 十 五 条 の 二 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項

第 四 号 中 「 法 第 三 十 七 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 受 け よ う と す る 指 定 の 効 力 を 生 ず る 日

前 一 年 以 内 」 と あ る の は 、 「 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 法 第 三 十 七 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り

受 け よ う と す る 指 定 の 効 力 を 生 ず る 日 の 前 日 ま で の 間 」 と す る 。  

 （ 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

３  新 条 例 の 規 定 中 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に 関 す る 部 分 は 、 施 行 日 以 後 に 取 得 さ れ た 自 動

車 に 対 し て 課 す べ き 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 取 得 さ れ た 自 動

車 に 対 し て 課 す る 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  新 条 例 附 則 第 十 八 条 の 規 定 は 、 令 和 五 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て

適 用 し 、 令 和 四 年 度 分 ま で の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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規 則 

 

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 五 年 三 月 三 十 一 日  

                             三  重  県  知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 三 十 九 号  

   三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 目 次 中  

「 七 の 十 五  第 十 三 条 の 二  滞 納 処 分 停 止 通 知 書  」  を  

「 七 の 十 五  第 十 三 条 の 二  滞 納 処 分 の 停 止 通 知 書  」  に 、  

「 七 の 十 六  第 十 三 条 の 二  滞 納 処 分 停 止 取 消 通 知 書  」  を  

「 七 の 十 六  第 十 三 条 の 二  滞 納 処 分 の 停 止 取 消 通 知 書  」  に 改 め る 。 

第 七 号 様 式 の 十 五 及 び 第 七 号 様 式 の 十 六 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 十 八 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 四 十 五 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 四 十 六 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 第 五 十 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の

間 、 必 要 な 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  
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